
入湯税の使途について 都市計画税の使途について

（単位：千円） （単位：千円）

事業費
入湯税

充当金額

入湯税
総額に

占める割合
事業費

都市計画税
充当金額

都市計画税
総額に

占める割合

環境衛生施設の整備 都市計画事業費等

下水道整備事業 24,361 20,498 3.4%

公園整備事業 406,081 8,095 1.3%

鉱泉源の保護管理施設

土地区画整理事業

消防施設等の整備

消火栓更新整備事業費 7,964 1,780 18.8%

消防支援車整備事業費 8,150 48 0.5%

消防庁舎改修整備事業費 11,825 15 0.2% 地方債償還費

街路事業元利償還金 4,870 4,098 0.7%

公園整備事業元利償還金 71,638 60,277 10.1%

観光施設の整備 市街地開発事業元利償還金 28,362 23,865 4.0%

下水道整備事業元利償還金 505,297 425,182 71.0%

観光振興事業 土地区画整理事業元利償還金 67,936 57,162 9.5%

観光宣伝事業に対する補助 360 213 2.3%

観光推進事業費 12,504 7,389 78.2%

40,803 9,445 100.0% 1,108,545 599,177 100.0%合計 合計

目的税の使途状況

入湯税を充てた主な事業 都市計画税を充てた主な事業

・入湯税は地方税法第702条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及
び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備
を含む。）に要する費用に充てています。

・都市計画税は地方税法第703条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画
事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する経費に充てて
います。

- 292 -

- 292 -


